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大統領に関税を設定できる権限を与える法律など1

◼ 米国では憲法上、通商は原則として連邦議会が所管しているが、一部の関税措置については、過去に成立した法律を

基に大統領に権限委譲されている。そのため、条件次第では大統領権限で賦課することが可能。

◼ 第1次トランプ政権での関税政策は以下リンクを参照

トランプ次期政権下で取られ得る関税政策（米国） | トランプ新政権の米国を読む - 特集 - 地域・分析レポート

根拠法 内容

1930年関税法338条
特定国が、他国に比べて米国に不利益をもたらす差別待遇を採用していると大統領が認定し
た場合、当該国からの輸入に対し最大50％の追加関税を賦課できる。

1962年通商拡大法232条
ある製品の輸入が米国の安全保障を損なう恐れがあると商務省が判断した場合に、当該輸入
を是正するための措置を取る権限を大統領に付与。

1974年通商法122条
巨額かつ重大な国際収支赤字に対処するため、大統領はいつでも、従価で15％を超えない
範囲の輸入課徴金、あるいは輸入割当などの規制措置を150日を限度に賦課できる。

1974年通商法201条
米国国際貿易委員会（USITC）が、特定製品の輸入が国内産業への重大な損害要因または
その恐れとなっていると認定した場合、大統領は緊急輸入制限措置（セーフガード措置）を
発動できる。

1974年通商法301条
外国の通商慣行が貿易協定に違反している場合や、不合理・差別的である場合に、大統領の
指示に従って米国通商代表部（USTR）に輸入制限措置を発動する権限を付与。

1974年通商法406条
共産諸国からの輸入が市場をかく乱しているとUSITCが判断した場合にセーフガード措置
の発動を大統領に認める。上限5年間に加え、3年間を限度に1回の延長が可能。

1974年通商法421条
中国からの特定輸入品に対しセーフガード措置を発動することを大統領に認める。中国の
WTO加盟から12年（2013年）で失効。同条項に基づきオバマ大統領が2009年、中国製タ
イヤの輸入急増に対し発動。

国際緊急経済権限法（IEEPA）
米国の国家安全保障、外交政策や経済に対する異例かつ重大な脅威があり、大統領が緊急事
態を宣言した場合、特定国に対し大統領権限を行使する。

ウルグアイ・ラウンド協定法111条
ウルグアイ・ラウンドの多角的貿易交渉において互恵関税の撤廃の対象とされた関税区分に
属する物品の関税を変更する権限を大統領は有する。

（注） 2025年7月25日時点
（出所）米国政府発表資料や議会調査局（CRS）などから作成
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